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これまで、本市では建築物の屋根等に太陽光発電設備を設置し、当該設備で得た電力を売

却する行為は電気供給業に該当し、当該行為を行う建築物を電気供給業の工場であるとして

取り扱っていました。 

しかしながら、昨今の電力不足の状況等から工場立地法等が改正され、太陽光発電設備に

よる電気供給について各種の緩和がなされており、特に工場立地法では、太陽光発電設備に

よる電気供給は電気供給業であるものの、当該事業を行う太陽光発電設備は電力利用の自己

用・売電用にかかわらず、本体（例：工場（生産施設））を補完し周辺の地域の生活環境の保

持に寄与する施設（環境施設）であるとの法改正がなされました。 

つきましては、本市もこの法改正等に準じて、標記について次のように取り扱うこととし

ます。 

 

 

【【【【屋根上屋根上屋根上屋根上のののの太陽光発電設備太陽光発電設備太陽光発電設備太陽光発電設備のののの建築基準法及建築基準法及建築基準法及建築基準法及びびびび地区計画地区計画地区計画地区計画でのでのでのでの取扱取扱取扱取扱いについていについていについていについて】】】】    

建築物の屋根等に設置する太陽光発電設備については、建築基準法第２条第１号の建築物

の部分に該当するが、その用途は建築物本体の用途に付属するものとする。 

 

※この取扱いにより、屋根上の太陽光発電施設そのものは「工場」と取扱わないため、テ

クノステージ和泉内での設置が可能となります。 

 

この取扱いは平成２６年５月１４日から施行します。 


